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答

弁

第

五

号 
   

衆
議
院
議
員
常
松
裕
志
君
提
出
固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 内

閣
衆
質
一
一
九
第
五
号 

平
成
二
年
十
一
月
二
十
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

海 

部 

俊 

樹 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
常
松
裕
志
君
提
出
固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

1
及
び

4
に
つ
い
て 

固
定
資
産
税
の
土
地
の
評
価
替
え
に
伴
う
負
担
増
に
対
し
て
は
、
昭
和
三
十
九
年
度
以
後
、
な
だ
ら
か
な
負

担
増
加
と
な
る
よ
う
一
定
の
負
担
調
整
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
三
年
度
の
評
価

替
え
に
伴
う
負
担
調
整
に
つ
い
て
も
、
評
価
替
え
に
よ
る
負
担
の
状
況
を
見
極
め
て
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え

る
。 固

定
資
産
税
は
、
固
定
資
産
自
体
の
有
す
る
価
値
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
課
税
の
特
例
措
置

に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
の
性
格
、
用
途
の
公
共
性
等
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
金

世
帯
、
母
子
世
帯
、
障
害
者
世
帯
等
の
固
定
資
産
の
所
有
者
の
態
様
の
み
に
着
目
し
て
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ

と
は
、
固
定
資
産
税
の
性
格
に
な
じ
ま
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 



2
に
つ
い
て 

都
市
計
画
税
は
、
都
市
計
画
事
業
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
実
施
に
よ
り
一
般
的
に
課
税
区
域
内
の
土
地

及
び
家
屋
自
体
の
利
用
価
値
が
向
上
す
る
と
い
う
受
益
関
係
に
着
目
し
、
当
該
固
定
資
産
の
資
産
価
値
に
応
じ

て
課
税
さ
れ
る
目
的
税
で
あ
り
、
固
定
資
産
税
と
同
様
に
、
年
金
世
帯
等
の
固
定
資
産
の
所
有
者
の
態
様
の
み

に
着
目
し
て
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
、
都
市
計
画
税
の
性
格
に
な
じ
ま
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

固
定
資
産
税
の
土
地
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
六
年
三
月
の
固
定
資
産
評
価
制
度
調
査
会
の
答
申
に

基
づ
き
定
め
ら
れ
た
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
り
、
売
買
実
例
価
額
か
ら
正
常
売
買
価
格
を
求
め
る
方
式
が
採

用
さ
れ
て
お
り
、
収
益
還
元
方
式
に
つ
い
て
は
、
同
答
申
に
お
い
て
、
「
土
地
の
実
際
賃
貸
料
等
は
、
種
々
の

事
情
に
よ
り
は
な
は
だ
し
い
格
差
が
あ
り
、
評
価
の
基
準
と
し
て
と
り
得
な
い
」
と
さ
れ
た
た
め
、
昭
和
三
十 

固
定
資
産
税
は
、
個
々
の
固
定
資
産
に
対
し
て
、
そ
の
資
産
価
値
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
累
進
課
税
の
制
度
は
、
固
定
資
産
税
の
性
格
に
な
じ
ま
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 四 

 



3
の
①
及
び
②
に
つ
い
て 

九
年
度
以
来
現
在
の
評
価
方
式
を
採
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

固
定
資
産
税
の
土
地
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
答
申
に
お
い
て
、
「
固
定
資
産
の
価
格
を
時
価
に
よ
る

も
の
と
す
る
こ
と
は
、
時
価
が
資
産
の
価
値
を
、
通
常
、
最
も
適
正
に
、
か
つ
、
客
観
的
に
表
現
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
、
過
大
な
、
若
し
く
は
不
均
衡
な
評
価
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
納
税
者
が
比
較
的
容
易

に
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
納
税
者
の
立
場
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
等
の
観
点
か
ら
し
て
、

適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
時
価
と
は
、
・
・
・
正
常
な
条
件
の
も
と
に
お
け
る
取
引
価
格

（
以
下｢

正
常
価
格｣

と
い
う
。
）
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
正
常
価
格
と
は
、
・
・
・
現
実
の
取
引

価
格
の
う
ち
、
・
・
・
正
常
で
な
い
条
件
に
よ
る
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
捨
象
し
て
得
ら
れ
る
そ
の
資

産
自
体
の
本
来
の
価
値
を
適
正
に
反
映
し
た
価
格
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
正
常
売
買
価
格
を
求

め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

五 

 



土
地
の
評
価
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
は
、
商
業
地
区
、
住
宅
地
区
等
の
用
途
地
区
ご
と
に
宅
地
の
沿
接
す

る
道
路
の
状
況
そ
の
他
宅
地
の
利
用
上
の
便
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
状
況
の
類
似
す
る
地
区
を
区
分
し
、
当

該
地
区
内
の
代
表
的
な
宅
地(
標
準
宅
地)

の
適
正
な
時
価
を
評
定
し
、
こ
の
適
正
な
時
価
に
基
づ
い
て
、
路
線

価
の
付
設
又
は
標
準
宅
地
と
の
比
準
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
各
筆
の
宅
地
の
評
価
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

用
途
地
区
に
よ
っ
て
土
地
の
評
価
方
法
を
異
に
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

現
実
の
取
引
価
格
は
、
当
事
者
間
の
事
情
等
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
が
、
固
定
資
産
税
の
土
地
の
評
価
に
お

け
る
正
常
売
買
価
格
は
、
売
買
実
例
価
額
か
ら
買
い
急
ぎ
に
よ
る
割
高
、
将
来
に
お
け
る
期
待
価
格
等
の
正
常

と
認
め
ら
れ
な
い
条
件
を
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
四
百
三
条
第
一
項
に
お
い
て｢

市
町
村
長
は
、
・
・
・

固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
つ
て
、
固
定
資
産
の
価
格
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、

固
定
資
産
評
価
基
準
に
お
い
て
は
、
土
地
の
評
価
は
、
正
常
売
買
価
格
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

六 

 



3
の
③
及
び

7
に
つ
い
て 

土
地
の
相
続
税
評
価
に
つ
い
て
は
、
相
続
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号)

第
二
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
時
の｢

時
価｣

に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
相

続
税
財
産
評
価
に
関
す
る
基
本
通
達
の
定
め
に
よ
り
、
路
線
価
方
式
又
は
倍
率
方
式
に
よ
っ
て
評
価
し
て
い 

る
。
路
線
価
方
式
と
は
、
宅
地
の
価
額
が
お
お
む
ね
同
一
と
認
め
ら
れ
る
一
連
の
宅
地
が
面
し
て
い
る
路
線
ご

と
に
、
そ
の
路
線
に
面
す
る
宅
地
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
標
準
的
な
価
額(

路
線
価)

を
評
定
し
、
そ
の

路
線
価
を
基
と
し
て
宅
地
の
位
置
、
形
状
に
応
じ
奥
行
価
格
逓
減
の
補
正
等
所
定
の
計
算
を
行
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
価
額
を
評
価
す
る
方
法
で
あ
り
、
倍
率
方
式
と
は
、
固
定
資
産
税
評
価
額
に
地
域
ご
と
に
定
め
た
一
定
の

倍
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
よ
っ
て
評
価
す
る
方
法
で
あ
る
。
路
線
価
及
び
倍
率
は
、
売
買
実
例
価
額
、

不
動
産
鑑
定
士
な
ど
の
地
価
事
情
精
通
者
の
意
見
価
格
及
び
公
示
価
格
を
基
と
し
て
評
定
し
て
い
る
。
土
地
の 

し
た
が
っ
て
、
賃
貸
価
格
に
よ
る
評
価
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。 

七 

 



土
地
評
価
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
相
続
税
法
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
各
国
税
局
ご
と
に
設
置
さ

れ
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
及
び
学
識
経
験
を
有
す
る
者
か
ら
国
税
局
長
の
任
命
す

る
二
十
人
以
内
の
者
で
構
成
さ
れ
、
都
道
府
県
庁
所
在
都
市
の
最
高
路
線
価
、
農
業
投
資
価
格
等
に
つ
い
て
審

議
し
て
お
り
、
委
員
の
氏
名
は
、
別
紙
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

土
地
の
相
続
税
評
価
の
評
定
日
に
つ
い
て
は
、
相
続
税
の
申
告
期
限
、
評
定
に
必
要
な
最
小
限
の
期
間
等
を

考
慮
し
て
、
前
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
価
動
向
を
基
に
評
定
し
て
い
る
事
情
に
あ
る
の
で
、
こ
の
評
定

日
を
当
年
の
一
月
一
日
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
総
合
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。 

固
定
資
産
税
評
価
に
つ
い
て
は
、

2
に
つ
い
て
並
び
に
3
の
①
及
び
②
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。 

相
続
税
評
価(

路
線
価
等
）
、
公
示
価
格
及
び
固
定
資
産
税
評
価
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
紙
二
の
と
お
り
で 

八 

 



相
続
税
の
路
線
価
に
係
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
路
線
価
は
、
納
税
者
の
便
宜
を
考
慮
す
る
と
と
も 

に
、
課
税
の
公
平
を
期
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
路
線
に
面
す
る
標
準
的
な
宅
地
の
価
額
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
、
路
線
価
の
設
定
は
、
国
税
通
則
法(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号)

第
七
十
五
条
に
規
定

す
る｢

国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
処
分｣

に
当
た
ら
な
い
か
ら
、
不
服
申
立
て
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
路
線
価
に
基
づ
い
て
課
税
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
処
分
を
不
服
と
す
る
者
は
、
同

条
の
定
め
に
よ
り
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

あ
る
。
ま
た
、
公
示
価
格
並
び
に
相
続
税
評
価
に
お
け
る
路
線
価
及
び
倍
率
は
公
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
固
定
資
産
税
評
価
に
つ
い
て
は
、｢

総
合
土
地
対
策
要
綱｣(

昭
和
六
十
三
年
六
月
二
十
八
日
閣
議
決
定)

に

沿
っ
て
、
評
価
の
適
正
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
納
税
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
配
慮
し
つ
つ
、
基
準
地

等
に
係
る
路
線
価
の
公
開
を
行
う
よ
う
地
方
公
共
団
体
を
指
導
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、
地
方
公
共
団

体
の
意
見
も
聴
取
し
つ
つ
、
そ
の
公
開
の
方
法
に
つ
い
て
、
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

九 

 



3
の
⑤
に
つ
い
て 

3
の
④
に
つ
い
て 

所
得
税
法(

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の｢

そ
の
時
に
お
け
る
価
額
に
相
当
す
る

金
額
」
と
は
、
同
項
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
時
に
お
け
る
当
該
土
地
の
客
観
的
な
交
換
価
格(

市
場
価
格)

を

い
い
、
相
続
税
の
課
税
を
目
的
と
し
た
路
線
価
と
は
異
な
る
。 

特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
標
準
と
な
る
土
地
の
取
得
価
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
が
購
入
し
た
土
地
で
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
購
入
の
代
価
（
購
入
手
数
料
そ
の
他
当
該
土
地
の
購
入
の
た
め
に
要
し
た
費
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の
額
を
加
算
し
た
金
額
）
で
あ
る
が
、
当
該
土
地
が
購
入
以
外
の
方
法
に
よ
り
取

得
し
た
土
地
又
は
著
し
く
低
い
価
額
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
で
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
取
得
の

時
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
で
あ
る
。 

地
価
公
示
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
価
公
示
の
標
準
地
の
正 

一
〇 

 



3
の
⑥
に
つ
い
て 

御
質
問
の｢

時
価
額｣

は
、
近
隣
地
域
に
お
け
る
民
有
地
の
売
買
実
例
価
格
、
近
隣
地
域
に
お
け
る
地
価
公
示

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
標
準
地
の
価
格
及
び
近
隣
地
域
に
お
け
る
国
土
利
用
計
画
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号)
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
地
の
標
準
価
格
を
指
し
て
い
る
。
商
業

地
、
住
宅
地
、
工
業
地
の
三
区
分
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
用
途
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
よ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
区
分
ご
と
の
時
価
倍
率
に
つ
い
て

は
、
土
地
の
価
格
調
査
に
関
す
る
専
門
機
関
に
調
査
を
委
託
し
、
そ
の
報
告
を
基
に
算
出
し
て
い
る
。
「
著
し 

常
な
価
格
の
判
定
に
際
し
、
不
動
産
鑑
定
士
又
は
不
動
産
鑑
定
士
補
が
行
う
鑑
定
評
価
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
近
傍
類
地
の
取
引
価
格
か
ら
算
定
さ
れ
る
推
定
の
価
格
、
近
傍
類
地
の
地
代
等
か
ら
算

定
さ
れ
る
推
定
の
価
格
及
び
同
等
の
効
用
を
有
す
る
土
地
の
造
成
に
要
す
る
推
定
の
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

一
一 

 



く
不
適
当
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
原
則
と
し
て
、
評

価
額
と
近
隣
地
域
の
時
価
額
等
と
の
間
で
お
お
む
ね
二
倍
以
上
の
差
が
あ
る
場
合
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え

て
い
る
。 

特
別
会
計
に
お
け
る
土
地
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
「
国
有
財
産
台
帳
の
価
格
改
定
に
関

す
る
評
価
要
領
」
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
造
幣
局
特
別
会
計
、
印
刷
局
特
別
会 

計
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
、
ア
ル
コ
ー
ル
専
売
事
業
特
別
会
計
及
び
郵
政
事
業
特
別
会
計
に
所
属
す
る
土

地
の
価
額
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
会
計
を
所
管
す
る
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ 

公
務
員
住
宅
の
宅
地
評
価
に
つ
い
て
も
、
他
の
国
有
財
産
と
同
様
に
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
「
国
有
財
産
台
帳

の
価
格
改
定
に
関
す
る
評
価
要
領
」
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
。 

国
有
地
の
賃
貸
価
格
（
貸
付
料
）
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
民
間
の
貸
付
料
の
実
例
の
サ
ン
プ
ル
調
査

に
よ
っ
て
得
た
民
間
の
貸
付
料
の
水
準
を
基
に
算
出
し
て
い
る
。 

一
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現
行
の
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
制
度
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有
す
る
一
定
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
の
状
況
や
当

該
固
定
資
産
の
所
在
す
る
市
町
村
と
の
受
益
関
係
が
固
定
資
産
税
の
課
税
客
体
と
な
っ
て
い
る
類
似
の
固
定
資

産
と
同
様
で
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
固
定
資
産
税
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
都
市
計
画
事
業
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費
用

に
充
て
る
た
め
に
課
さ
れ
る
目
的
税
で
あ
る
都
市
計
画
税
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
交
付
の
対
象
と
は
さ 

り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
前
回
の
改
定
は
大
蔵
大
臣
が
定
め
た
「
国
有
財
産
台
帳
の
価
格
改
定
に
関
す
る

評
価
要
領
」
に
準
じ
て
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
特
別
会
計
で
は
、
一
般
物
価
の
変
動
そ
の
他
特
殊
の

事
由
に
よ
り
固
定
資
産
の
価
額
が
著
し
く
不
適
当
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
価
額
の
改
定
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
、
固
定
資
産
の
評
価
額
と
台
帳
価
格
と
の
間
で
お
お
む
ね
二
倍
以
上
の
差
と

な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
価
額
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

一
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3
の
⑦
に
つ
い
て 

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金(

以
下｢

基
地
交
付
金｣

と
い
う
。
）
の
配
分
の
基
礎
と
な
る
土
地

の
評
価
基
準
は
、
国
有
財
産
台
帳
に
係
る
土
地
の
評
価
基
準
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
基
地
交
付
金
は
、
固
定

資
産
税
の
代
替
的
な
性
格
を
基
本
と
し
な
が
ら
国
有
提
供
施
設
等
が
所
在
す
る
こ
と
に
よ
る
市
町
村
の
財
政
需

要
に
対
処
す
る
た
め
の
財
政
補
給
金
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
基
地
交
付
金
の
配
分
に
当
た
っ

て
は
、
国
有
財
産
台
帳
価
格
に
よ
る
土
地
の
評
価
額
が
大
き
く
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
地
交
付
金
の
財

政
補
給
金
と
し
て
の
性
格
及
び
国
有
提
供
施
設
等
が
所
在
す
る
市
町
村
の
財
政
へ
の
影
響
等
に
か
ん
が
み
、
激

変
緩
和
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。 

地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
財
産
に
つ
い
て
備
え
る
台
帳
に
係
る
土
地
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
は
、
地
方
自

治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

上
特
段
の
規
定
は
な
く
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
財
産
の
適
正 

一
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5
に
つ
い
て 

国
民
健
康
保
険
税(

料)

の
資
産
割
額
の
算
定
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
額
は
資
産
割
総
額
を
各
世
帯
ご
と

に
割
り
振
る
基
準
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
評
価
替
え
に
伴
う
固
定
資
産
税
額
の
増
加 

が
、
国
民
健
康
保
険
税(

料)

の
制
度
上
、
直
ち
に
国
民
健
康
保
険
税(

料)

額
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
性

格
の
も
の
で
は
な
く
、
固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
を
理
由
と
し
て
特
別
の
軽
減
・
緩
和
措
置
を
新
た
に
講
ず
る

こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

都
道
府
県
の
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
の
算
定
基
礎
と
な
る
土
地
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府

県
の
前
述
の
台
帳
作
成
に
係
る
土
地
の
価
格
の
評
価
基
準
に
従
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い 

る
。 

管
理
の
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、3

の
⑥
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。 一

五 

 



8
に
つ
い
て 

6
に
つ
い
て 

地
方
税
法
第
四
百
十
五
条
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
に
お
い
て
、
固
定
資
産

課
税
台
帳
を
関
係
者
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
土
地
名
寄
帳
又
は
家
屋
名
寄
帳
を
縦
覧
に
供
す
る
も
の

で
は
な
い
。 

固
定
資
産
課
税
台
帳
は
、
固
定
資
産
の
状
況
及
び
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
固
定
資
産
の
価
格
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
市
町
村
に
備
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
長
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
い

て
、
毎
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
そ
の
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
関
係
者
の
縦
覧
に
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
評
価
替
え
の
年
度
に
お
い
て
は
、
評
価
替
え
に
伴
う
事
務
の
関
係
か

ら
縦
覧
期
間
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
、
特
別
の
事
情
に
当
た
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

固
定
資
産
税
の
課
税
誤
り
に
よ
る
過
誤
納
金
に
係
る
地
方
団
体
に
対
す
る
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て 

一
六 

 



固
定
資
産
税
の
課
税
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
内
の
課
税
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
固
定
資
産
の
価
格
を

適
正
に
評
価
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
税
額
を
計
算
す
る
必
要
が
あ
り
、
申
告
納
税
の
方
式
に
は
な
じ
ま
な
い
も

の
と
考
え
る
。
固
定
資
産
税
の
課
税
に
当
た
っ
て
課
税
誤
り
が
生
じ
な
い
よ
う
、
現
地
調
査
の
徹
底
、
コ
ン 

ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
整
備
等
に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

地
方
税
法
第
三
百
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
過
誤
の
な
い
よ
う
特
に
慎
重
を
期
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
、
登
記
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
を
順
次
進
め
て
お
り
、
右
通
知
書
を
コ
ン 

 

ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
作
成
す
る
方
式
を
採
用
す
る
な
ど
の
措
置
に
よ
り
、
な
お
一
層
の
過
誤
防
止
に
努
め
る
こ
と

と
し
て
い
る
。 

は
、
地
方
税
法
第
十
八
条
の
三
の
規
定
に
従
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
消
滅
時
効
に
つ
い
て
固
定

資
産
税
だ
け
を
他
の
税
と
異
な
っ
て
特
別
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
。 
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別
紙
一 

(

関
東
信
越
国
税
局) 

(

東
京
国
税
局) 

大 
 

高 
 

 

剛
、
金 

 

子 
 

 

宏
、
亀 

徳 

正 

之
、
黒 

川 

和 

美
、
小 

松 

兼 

一
、 

青 

鹿 

明 

司
、
今 

西 

定 

雄
、
大 
川 

政 

三
、
大 

沢 

昌 

次
、
小 

川 

和 

雄
、 

白 

井 

恒 

夫
、
新 

 
居 

 
 

健
、
高 

 

橋 
 

 

敏
、
武 

 

川 
 

 

秀
、
田 

村 

政 

志
、 

鶴 
 

薗 
 
 

洋
、
栃 

窪 
次 

郎
、
中 

村 

英 

雄
、
長 

谷 

部 

正 

順
、
服 

部 

徹 

義
、 

三 
 

浦 
 

 

瞭
、
山 

本 

孝 
也
、
横 

須 

賀 
 

博
、
吉 

岡 

輝 

夫 

奥 

田 

義 

雄
、
角 

田 

芳 

夫
、
唐 

澤 
太 

市
、
木 

下 

紀 

喜
、
佐 

藤 

信 

而
、 

新 
 

居 
 

 

健
、
菅 

原 

和 

夫
、
竹 

下 

悦 
男
、
武 

 

田 
 

 

亨
、
豊 

 

田 
 

 

計
、 

土
地
評
価
審
議
会
委
員
氏
名(

平
成
二
年
十
一
月
十
三
日
現
在) 

一
九 

 



(

大
阪
国
税
局) 

(

札
幌
国
税
局) 

吉 

野 

良 

明 

磯 

田 

憲 

一
、
岩 

沢 

昭 

夫
、
魚 

住 

麗 

子
、
加 

藤 

大 

明
、
栗 

谷 

川 

守 

男
、 

奥 

野 

保 

雄
、
加 

藤 

良 

雄
、
神 

澤 

輝 

雄
、
川 

又 

頼 

政
、
川 

村 

仁 

弘
、 

西 

川 

 

二
、
能 

登 

悦 

夫
、
二 

谷 
一 

雄
、
堀 

北 

朋 

雄
、
藪 

崎 

久 

夫
、 

橋 
 

本 
 

 

徹
、
伴 

 
 

恭 
 

二
、
松 

浦 

正 

敬
、
本 

谷 

隆 

三
、
山 

中 

昭 

栄 

中 
村 

英 

雄
、
中 

山 

和 

夫
、
堀 

内 

巳 

次
、
溝 

口 

善 

次 

郎
、
渡 

 

武 

久 
相 

川 

静 
江
、
芦 

田 

弘 

逸
、
井 

土 

武 

久
、
家 

城 

大 

海
、
大 

坪 

貞 

保
、 

木 

岡 

源 

次
、
塩 

 
見 

 
 

宙
、
道 

庭 

富 

太 

郎
、
堂 

前 

素 

一 

郎
、
中 

込 

達 

雄
、 

斎 

藤 

宗 

男
、
鈴 

木 

弘 

泰
、
髙 
木 

幸 

雄
、
妻 

木 

義 

一
、
出 

葉 

良 

彦
、 

二
〇 

 



(

名
古
屋
国
税
局) 

(

金
沢
国
税
局) 

(

仙
台
国
税
局) 

杉 

本 

順 

作
、
寺 

尾 

直 

行
、
永 
倉 

八 

郎
、
野 

村 

光 

宏
、
橋 

本 

春 

子
、 

林 
 

 

省 
 

吾
、
増 

田 

昭 

三
、
間 

宮 
善 

衛
、
安 

本 

美 

喜 

男 

飯 

田 

英 

明
、
飯 

塚 

久 
人
、
伊 

藤 

秀 

也
、
稲 

葉 

甲 

子 

雄
、
井 

上 

直 

聖
、 

西 
 

 

光 
 

由
、
西 
村 

勝 

利
、
能 

 

勢 
 

 

稔
、
浜 

田 

恵 

造
、
渡 

辺 

忠 

男 

鈴 

木 

ハ 

ツ 

ヨ
、
高 

橋 

正 

之
、
千 

 

葉 
 

 

毅
、
中 

村 

嘉 

孝
、
成 

田 

哲 

朗
、 

柏 

葉 

康 
一 
郎
、
菅

家

惣

右

衛

門
、
久 

保 

田 

秋 

平
、
今 

野 

元 

治 

郎
、
佐 

藤 

喜 

春
、 

石 
 

橋 
 

 

勲
、
伊 

 

藤 
 

 

廉
、
氏 

家 

忠 

雄
、
小 

野 

寺 

完 

夫
、
折 

笠 

竹 

千 

代
、 

加 
 

茂 
 

 

武
、
川 

本 

正 

麿
、
北 

澤 

正 

啓
、
熊 

谷 

道 

夫
、
近 

藤 

信 

衛
、 

二
一 

 



(

高
松
国
税
局) 

(

広
島
国
税
局) 

大 

石 

恵 

三
、
大 

坪 
貞 

保
、
大 

野 

慎 

一
、
岡 

 

本 
 

 

茂
、
川 

 

嵜 
 

 

保
、 

大 

永 
尚 

武
、
神 

谷 

勝 

治
、
北 

里 

敏 

明
、
 

谷 

良 

榮
、
大 

権 

次 

男
、 

片 
 

木 
 

 

淳
、
川 

 

村 
 

 

侔
、
日 

下 

芳 
樹
、
小 

林 

弘 

明
、
佐 

藤 

信 

親
、 

浅 

野 

節 

夫
、
石 

 
井 

 
 

孝
、
井 

上 

良 

幹
、
井 

 

本 
 

 

修
、
遠 

藤 

庸 

一
、 

西 

本 

軍 

人
、
藤 

田 

正 

藏
、
吉 

田 

幹 

男 

川 

島 

東 

洋 

一
、
河 

本 

義 
永
、
桑 

田 

束 

稲
、
小 

 

林 
 

 

満
、
二 

井 

関 

成
、 

朝 
倉 

昭 

治
、
板 

坂 

雍 

二
、
榎 

戸 

克 

己
、
太 

 

田 
 

 

忠
、
大 

坪 

貞 

安
、 

中 

村 

安 
治
、
野 

村 

一 

榮
、
浜 

上 

昭 

三
、
安 

野 

勇 

一
、
山 

口 

達 

郎 

阿 

部 

啓 

治
、
今 

井 

康 

容
、
井 

 

本 
 

 
修
、
潮 

 
 

明 
 

夫
、
小 

川 

達 

吉
、 

二
二 

 



(

熊
本
国
税
局) 

(

福
岡
国
税
局) 

杉 
 

村 
 

 

了
、
古 

林 

昭 

一
、
細 

木 

善 

一 

郎
、
宮 

内 

定 

雄
、
宮 

 

田 
 

 

泰
、 

吉 

岡 
儀 

雄 

渡 

辺 

泰 

輔 

安 

部 

舜 

一
、
安 

養 

寺 

紀 

幸
、
板 
倉 

敏 

和
、
襲 

田 

正 

徳
、
久 

保 

田 
 

壽
、 

西 

浄 

隆 

茂
、
櫻 

井 

哲 

雄
、
帯 

刀 
将 

人
、
道 

明 

雅 

美
、
飛 

谷 

安 

宣
、 

川 

原 

良 

一
、
清 
浦 

義 

廣
、
後 

藤 

豊 

彦
、
木 

挽 

孝 

紀
、
瀬 

 

戸 
 

 

晃
、 

有 
 

地 
 

 

亨
、
安 
養 

寺 

紀 

幸
、
池 

田 

文 

夫
、
大 

田 

清 

見
、
小 

川 

徳 

治
、 

中 

神 

裕 

和
、
西 

川 

修 

一
、
塗 

木 

春 
志
、
開 

 

静 
 

 

子
、
舟 

 

木 
 

 

旦
、 

高 

比 

良 

昌 

一
、
道 

明 
雅 

美
、
宗 

像 

美 

昭
、
山 

口 

槌 

夫
、
山 

本 

哲 

夫
、 

二
三 

 



(

沖
縄
国
税
事
務
所) 

三 
 

輪 
 

 

力
、
山 

内 

啓 

祐
、
山 

中 

正 

利 
真 

栄 

田 
 

繁
、
松 
田 

善 

登
、
山 

城 

時 

正
、
與 

古 

田 

永 

宏 

砂 

川 

恵 

勝
、
瀬 
戸 

口 
 

満
、
田 

場 

典 

正
、
八 

幡 

繁 

信
、
比 

 

嘉 
 

 

昇
、 

新 

垣 

盛 
繁
、
石 

川 

秀 

雄
、
臼 

杵 

直 

昌
、
大 

矢 

好 

信
、
久 

手 

堅 

憲 

次
、 

      

二
四 

 



別
紙
二 

2 

評
価
方
法
等 

1 

目
的 

(

相
続
税
評
価) 

(2) 

毎
年
評
価
替
え
を
す
る(

前
年
七
月
一
日
に
お
け
る
地
価
動
向
を
基
に
評
定
す
る
。
）
。 

(1) 

原
則
と
し
て
、
市
街
地
の
宅
地
に
つ
い
て
は
、
路
線
価
方
式
に
よ
り
、
そ
の
他
の
宅
地
に
つ
い
て
は
、

倍
率
方
式
に
よ
る
。 

相
続
税
評
価
、
公
示
価
格
及
び
固
定
資
産
税
評
価
の
関
係 

な
お
、
路
線
価
及
び
倍
率
は
、
売
買
実
例
価
額
、
地
価
事
情
精
通
者
の
意
見
価
格
、
公
示
価
格
を
基
に

評
定
す
る
。 

相
続
税
及
び
贈
与
税
の
課
税
の
た
め
に
評
価
す
る
。 

二
五 

 



1 

目
的 

2 

評
価
方
法
等 

1 

目
的 

(

公
示
価
格) 

(

固
定
資
産
税
評
価) 

(1) 

標
準
地
に
つ
い
て
、
二
人
以
上
の
不
動
産
鑑
定
士
又
は
不
動
産
鑑
定
士
補
の
鑑
定
評
価
を
求
め
、
そ
の 

(2) 

毎
年
公
示
す
る
（
そ
の
年
の
一
月
一
日
に
お
け
る
標
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
正
常
な
価
格
を
公
示

す
る
。
）
。 

一
般
の
土
地
取
引
に
対
し
て
指
標
を
与
え
、
及
び
公
共
事
業
用
地
に
対
す
る
適
正
な
補
償
金
の
額
の
算 

定
等
に
資
し
、
も
っ
て
適
正
な
地
価
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

結
果
を
審
査
し
、
必
要
な
調
整
を
行
っ
て
、
正
常
な
価
格
を
判
定
す
る
。 

二
六 

 



 

二
七 

固
定
資
産
税
を
毎
年
課
税
す
る
た
め
に
評
価
す
る
。 

2 

評
価
方
法
等 

(1) 

土
地
に
つ
い
て
は
、
売
買
実
例
価
額
か
ら
買
い
急
ぎ
に
よ
る
割
高
、
将
来
に
お
け
る
期
待
価
格
等
正
常

と
認
め
ら
れ
な
い
条
件
を
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
正
常
売
買
価
格
に
基
づ
き
評
定
す
る
。 

(2) 

三
年
に
一
度
、
基
準
年
度
（
昭
和
三
十
三
年
度
か
ら
起
算
し
て
三
年
度
又
は
三
の
倍
数
の
年
度
を
経
過

し
た
ご
と
の
年
度
を
い
う
。
）
に
お
い
て
評
価
替
え
を
す
る
（
基
準
年
度
の
前
々
年
度
の
七
月
一
日
に
お
け

る
地
価
動
向
を
勘
案
し
て
評
定
す
る
。
）
。 




